
 

 

 

落書きの発生を抑止するためには、落書きの発生場所や特性などを把握・ 

分析することが必要です。当該目的に見合う「落書き抑止カメラ」を設置 

される方に、設置経費の一部を補助します。 

 

 

１、対象機器（＊以下の要件をすべて満たす機器が対象です） 

（１）新品、未使用のカメラ本体及び不可分な機器 

（２）画像表示装置機能及び録画装置機能付き 

（３）落書き再発防止を目的として継続的に設置 

 

２、補助対象者（＊以下の要件をすべて満たす方が対象です） 

（１）区民、区内の事業者及び地域団体 

（２）自らが所有又は管理する区内建築物等に、必要な機器の購入及び 

設置を予定している 

（３）過去及び現在において落書きの被害に遭い、落書き消去を行った実績 

   がある等、落書き対策に積極的であると認められる 

 

３、補助内容 

 

 

 

 

※１申請者あたりの限度額です。 

※消費税相当額も助成対象経費に含みますが、千円未満の端数は切り捨てです。 

※予算の範囲内で補助。 

 

限度額 補助割合 補助対象経費 

１０万円 １／２ カメラ本体及び不可分な機器の設置費 

渋谷区落書き抑止カメラ設置経費補助制度 
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補助の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

【A群】 

□ 渋谷区落書き抑止カメラ設置費補助金交付申請書 第１号様式 

□ 設置に係る経費の内訳書及び見積書 任意書式 

□ 落書き抑止カメラの設置予定場所 任意書式 

□ 落書き抑止カメラの撮影する範囲が分かる図面等 任意書式 

【B群】 

□ 落書き抑止カメラ設置実績報告書 第３号様式 

□ 設置に係る経費の内訳書 任意書式 

□ 設置に係る経費の領収書又は同等と認められるもの 任意書式 

□ 設置した場所、カメラの撮影する範囲が分かる図面等 任意書式 

□ 設置した設備、備品等の詳細が確認できる写真 任意書式 

□ 他の補助金等が支払われた場合は、その金額及び内訳が分

かるもの  
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そのほか 

 

（１）落書き抑止カメラ管理責任者の設置が必要です。管理責任者は、ガイドラインに規

定する個人情報保護に努める必要があります。 

（２） 虚偽その他不正な手段により、補助金の交付を受けた場合は、交付決定が取消され、 

補助金の返還をしなければなりません。 
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B群の書類提出 

【問合せ先】渋谷区役所環境整備課きれいなまちづくり係 

電話番号０３－３４６３－３４９６ 

FAX番号０３－５４５８－４９０３ 
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